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公共的理性使用をめぐる--バーマスとロールズの対話

朝倉 輝 -

妻 約

--バーマスとロールズはカントの実践哲学を現代に生かすという点では共通しているが,公共

的理性と私的理性の理解については異なる道を歩んだ｡両者が行った論争を振り返り,合意の合理

性を中心に考察する｡ロールズのいう公共的理性使用とは立法者,行政符,裁判所の理性推論であ

るDこれに対して,ハーバーマスの場合,カントにおいて理念化された,私人達の集まる公共性に

おける理性使用を指す｡ロールズの公共的理性使用の理解にも,ハーバーマスの討議実践にも各々

問題があることを指摘するo

キ-ワー ド:JtirgenHabermas,JolmRawls,討議倫理,公正としての正義,重なり合 う合意

はじめに

1992年のユルゲン･ハーバーマス(J伽genHabermas)の『事実性と妥当性伊aktizitatLndGeltung)』(以

下FuG)に続いて1993年にジョン･ロールズ(JohnRawls)の『政治的リベラリズム(PolidcdLiberalism)』

(以下PL)が出版された後,=theJotmalofPhilosophyけ誌が両者の誌上論争を企画した(heJotJmalof

philosophy,no.92Jvhch,1995)｡まずハーバーマスが ｢公共的な理性使用による宥和｣(以下 ｢第-請

文｣)で口火を切り,それにロールズが答えた(｢ハーバーマス-の返答｣[以下 ｢返答｣])｡両者の

やり取りはこの一回きりであったが,その後 1996年にハーバーマスが『他者の受容pieEinbe21ehmg

desAn deren)』(以下,EdA)に ｢第一論文｣に加えてロールズの反論に答える未発表論文 ｢=理性的

なものM対"真なるもの",あるいは諸世界像の道徳｣(以下 ｢第二論文｣)も掲載した.ロールズの ｢返

答｣は『政治的リベラリズム』1996年増補版に掲載されている｡2002年にロールズが他界したため,

両者の論争の継続は望めなくなった｡この論争はたんなる ｢討議的正義か公正としての正義か｣と

いう枠を超え,現代における正義論 ･合理性論の深化にとっても重要な指標になる内容を含んでい

る｡そこで,この論争を振り返り,さまざまな論点のうち,合意の合理性について考察することに

する｡

I.ハーバーマスとロールズの立場の概観

--バーマスとロールズはカントの実践哲学という共通の出発点をもちながら,それぞれ異なっ

た道を歩んできた｡共通の出発点に立つというこの事実が彼らの見解の相違を啓発的なものさせて

いる｡1992年秋のハーバーマスの 『事実性と妥当性』(1992)の出版と,翌 1993年春のロールズの

陣olidcalLiberalism』(1993)の出版は,まさしくカントの実践哲学を出発点に持つ現代思想が出会っ

たことをはっきりと示している｡

まず,この論争以前の二人の立場を概観しておこう｡

1.ロールズは『正義論』(1971×以下,TJ)で,｢正義は社会制度における第-の徳目である｣CrJ.p.
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3;3貢)という立場から,道徳外の目的を正当化する功利主義を排して,現代における正義を基礎

づけるべく社会契約論的アプローチを行い,｢公正な分配｣ないし ｢分配の正義｣の基準の導出に関

する議論を展開し,｢公正としての正義Ousticeasfhimess)｣を再構築する試みを行ったO公正として

の正義を再構築するためには,各人がどのような価値観 (善の構想)を抱いていようとも,それを

実現するための基礎となる ｢社会的基本財 (自由と機会,所得と富,生きがいの基礎など)｣の分配

原理の定式化が最重要課題となる｡ロールズが提唱した公正な分配基準を導きだす社会契約論的装

置が,｢無知のヴェール (theveilofignorZLnCe)｣と r原初状態(oribnalposihon)｣である.原初状態に

おける諸個人は ｢相互に無関心な合理性｣(TJp.144,111貢)をもつ個人であり,｢自分の利益を増大

化させることに関心をもつ｣(TJ.p.143,110貢)だけである｡このような個人によって合理的に選択さ

れた原理は純粋に手続き的であり,合理的選択の原理に従う｡それが ｢公正としての正義｣である｡

この正義は,最大限に平等な自由の保障 (自由原理)と社会的格差の除去 (マキシミン原理あるい

は格差原理)を原理とするO原初状態の当事者は,この意味で ｢合理的に自律的｣である｡

ロールズの正義論の規範的内容を支えるのは｢反照的均衡(reflectiveequilibrium)｣であるoこれは,

原初状態における当事者間で行なわれる ｢契約の初期状況｣,｢そこで選択される正義の原理の正当

化｣,｢我々の熟慮を経た道徳判断｣,この三項関係に首尾一貫した整合性が得られるまで調整され,

その結果として得られる均衡点のことである｡原初状態の当事者達は,公正や正義に関する先行原

理に何ら拘束されることなく,善を追求し効用を極大化しようとする目的合理性に従って正義の原

理を演緯する｡ここから得られる正義は ｢手続き的正義｣と呼ばれる0

ロールズの 『正義論』に関する詳説は他に譲るが,本書の出版によって ｢正義｣に関する様々な議

論が起こった｡たとえば,『正義論』批判としては,個人の権利保護だけを職務とする ｢最小国家｣

を提唱し,私有財産制と市場機構を擁護したロバー ト･ノージック 『アナーキー ･国家 ･ユートピ

ア』 (74年),多様な社会生活の領域ごとに分配原理が存在することを主張するマイケル ･ウオル

ツァー 『正義の領分』(83年),アラスディア ･マッキンタイア 『美徳なき時代』(1981年),マイケ

ル ･サンデル 『自由主義と正義の限界』(1982年)などが代表的である｡また,ロールズの ｢福祉を

保障するリベラリズム｣と同じ立場に立って ｢平等な配慮と尊重-の権利｣および ｢資源の平等｣

の実現を主張したロナル ド･ドゥウオーキン 『権利論』(77年),第三世界の貧困や障害者 ･女性た

ちの権利剥奪を解消すべく ｢基本的潜在能力の平等｣を捷唱したアマルティア ･セン 『不平等の再

検討』(92年)などが有名である｡これらの批判に応えて1993年に出版されたのが 『政治的リベラ

リズム』であるO

『政治的リベラリズム』PL)でも原初状態,無知のヴェール,手続き的正義,反照的均衡は表現

としてはそのまま残っている｡しかし,特に合理的選択および格差原理 (またはマキシミン原理)

が様々な深刻な反論にさらされ,再考が迫られることになったため,『正義論』における ｢合理性｣

と交替する形で登場してきたのが ｢安定性(stability)｣の概念であるO｢理性的なもの(reasonable:追

理にかなった)｣と ｢合理的なもの｣との和解というアイデアは退けられ,｢理性的なもの｣がいか

に永続的に ｢安定的に｣実行可能なものとなるかに焦点が当てられた0PLではこの ｢血ereasonal)le｣

が特に問題となる l)｡すなわち,｢道理にかなった包括的な諸教説の重なり合う合意(anoverlapping

consensusofreasonablecomprehensivedodo九s)｣に焦点が当てられるのである｡

2.一方,ハーバーマスの特徴は,理性批判の焦点を超越論的主観性の形式からコミュニケーショ

ンの形式-と移している点にある｡カントが個人の意識にとどまりつつ意織一般の構造から客観的

妥当性を引き出したのに対して,ハーバーマスは主張や要求がよく議論され,当事者に納得のいく

ように根拠づけられることによって当事者間で一致することを妥当性とした｡このような妥当要求

(Geltungsanspruch)の間主観的承認の達成のためには,よりよい根拠の強制なき強制がいかに働くか
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とい うコミュニケーション的合理性が鍵 となる｡それゆえ,ハーバーマスの ｢討議倫理学

Piskursethik)｣の理念は,コミュニケーション的理性の形でのカントの実践理性の理念の再構成と

して捉えることができる｡この理念はいわば,定言命法の手続き主義的修正なのである2)a

ところが,ハーバーマスは,ギリガン ･コールバーグ論争を経た後に発表された ｢カントに対す

る--ゲルの異議は討議倫理学にも当てはまるか｣¢zDFapitel1)で,それまでの道徳と倫理を厳し

く区別するのをやめ,一人一人の人間の傷つきやすい尊厳-の等しい尊敬を等根源的原理とするこ

とを提唱した｡さらに,実践的論議の形式とそれに対応する ｢当為(Souen)｣の形式を,A ｢プラグ

マティックに合目的的Q)ragmadschzweckmaLiig)｣なのか,B ｢倫理的に賢慮(ethischKJug)に基づく｣

のか,C｢道徳的に正当(noralischnchidg)｣なのかに応じて区別した(E由井apite15,6.)｡Aとは,令

理的な選択の熟慮が既存の優先性に向けられた特定の目的を追求するよう勧めることである｡Bは,

自分が何者であり何者でありたいかを反省することが,誠実に価値を問うことで善き生についての

認識-と至ることとしてあらわれる｡最後のCの,正当性が問題になる場合には,何が正当ないし

正義なのかということを確定するために,対立しあう利害関心を公平で不偏不党的な立場で掛酌し

なければならない(EzD,S.133)｡ハーバーマスは,ギリガン･コールバーグ論争までは,この種の当

為の問いを特殊倫理的な問いと普遍的道徳の区別としてだけみなしていた｡しかし,倫理的討議が

合理的であること,またそれが本来的な普遍的構造を示していることが否定されているわけでは決

してない,という点は暖味であったO｢人倫と道徳｣論文以来,この点がはっきりと理論化されたと

見ることができる｡それゆえハーバーマスの討議倫理学が目指すのは,法権利の問題について公平

で不偏不党的な立場に立った仕方で決定されうる道徳的観点を再構成することなのである｡

以上のような変遷を受けても討議倫理学は,カント的な孤独に反省する道徳的意識からコミュニ

ケーションしあう道徳的諸主体の共同体(GemeinschaR)に準拠点を転換している点は変わらない 3)0

さらに,討議倫理学はカントの定言命法を実践的論議の手続きに置き換える｡それは,問題となっ

ている既存の規範が妥当するべき諸主体間でよく根拠づけられた一致に至るように方向づけられて

いる｡その上,パースペクテイヴの取得が普遍的で相互的でなければならないという条件をもった

討議倫理学は,｢理想的役割取得｣を,よく根拠づけられた同意という目標に対する理想的な手続き

の直接的な表現としている｡

Ⅱ ハーバーマス的観点からのロールズ批判

ハーバーマスはロールズの正義論の試みを尊敬し,彼の意図を共有しもし,その成果の本質的分

を正当だと認めている｡しかし,PLのロールズは ｢哲学的に対立する立場に歩み寄ってしまってお

り,かえって自身の着想の明確さを損なっている｣(EdAS.66,63貢)という｡ハーバーマスのロール

ズ批判のポイントは,大きく言えば3点ある｡1点目は原初状態のデザインに無理があるというこ

と,しかもPLにおける変更を加えても無理があるということである｡2点目は受容の問題と基礎づ

けの問題を唆味にした結果,多元主義の事実と ｢重なり合う合意(overlappingconsensus)｣という正

義の構想(Gcrechdgl(onzepdon)の世界観的中立性を手に入れるために,認知的妥当要求を放棄してい

るようにみえるという点である｡3点目はロールズには,法の支配における非干渉と独立性という

近代の自由 (-私的自律)を集団的意志決定-の参加とコミュニケーションを核とする古代の自由

(公共的自律)と一致させるという目論見をもたないため,近代の自由-私的自律だけを全面に押

し出しているという点である｡以上の3点に関してハーバーマスが具体的にどのようにロールズを

批判しているかの詳細は別に譲るが,必要最低限の概略を以下に示しておくことにする0

1番目の原初状態の当事者が合理的エゴイストという設定では,｢合理的に決定はするが正義には
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盲目な行為者の能力を超えた能力を備えていなければならない｣(EdA.S.69,66頁)という矛盾を抱え

ることになるCまた,PLでは原初状態のデザインに ｢よく秩序づけられた社会においては義務化さ

れた相互性をあらかじめ知っている｣という変更を加えてしまったため,当事者の合理的エゴイズ

ムという制約から道徳的なものを見つけた途端了主観的選択合理性とそれに対応する客観的制限と

の分業関係は壊れてしまう｣(EdA.S.70,68頁)｡次に,ロールズは ｢財によってみたされる利益や価

値の概念こそが規範性をもちうる｣という立場から,PLに基本財(Gnmdgtiter)という概念を導入し

たが,基本的自由や権利をも基本財にしてしまっているという点である｡｢権利は財や機会の公正な

取り分を目的とするものとはいえ,権利そのものは行為者どうしの関係を規律するものである｡そ

して物とは異なって,行為者に所有(bsessen)されることなどありえない｣¢dA.S.72,69頁)｡さらに,

無知のヴェールは判断の不偏不党性を保証しないという問題であるO無知のヴェールを取り除いた

後でも,当初の構想を妨げるいかなる変調も来さないようあらかじめ備えておく必要があるからで

ある｡だがそのためには,｢自由で平等な市民の共有する自己理解と世界理解に刺激を与えかねない

全ての規範的内実を,前もって知り,さらには見通しをつけておく必要がある｣申dA.S.77,74頁)0

このような原初状態の構成に起因する数々の難点を避けるために,ロールズは道徳的観点の位置づ

けをやり直さざるをえない｡つまり,一貫して手続主義的に理論を展開しなければならない｡これ

に対して,ハーバーマスは,道徳的観点の位置づけに関して開かれた手続きによる論証実践から説

明することを提案するのである｡

2番目の多元主義の事実に基づく重なり合う合意に関して,ロールズは,｢道徳的人格と結びつい

た根拠づけ手続きに規範的内容,すなわち,公正さの感覚および自ら善を構想する能力Peiahigung)

を組み込んでいる｡ところがさらに,この道徳的人格には政治的に自律的な市民の公正な協働

(zusZLmmen打beit)の概念をも含ませているために,これをさらに先立って根拠づける必要に迫られて

いる｣匹dA.S,78f,75貢)Oそこで以下の疑問が生じるOまず,ロールズは社会の安定性の確保を重視

するあまり,重なり合う合意に機能的な意義だけしかみていない｡正義の理論はこの合意を,｢社会

的共同の暴力なき制度化のために用いるに過ぎない｣｡このような単なる道具的理解は既に破綻して

いる｡なぜなら,｢提案された正義の構想について公共的に正当化されてはじめて市民が納得しなけ

ればならないのに,そのような合意が前もって成立しうると想定している｣からであるQidJLS,81,78

頁)｡また,ロールズは世界観的に中立ということを強調するため,正義の理論が真でも偽でもない

という立場をとる｡だが,形而上学的世界像や宗教的世界像がたとえ理性的であるにしても,正義

の構想の妥当性をこの種の世界像の真理性に従属させるのは不可能である｡世界像というものは言

明の真理性によってではなく,それが記す生活スタイル-の信頼性によって測られており,教義も

また世界を全体として解釈するという意味で ｢包括的｣なのであり,｢真理を担いうる命題として生

み出されるわけではないし,真偽いずれかでありうるシンボル体系を形成することもない｣のだか

ら,公正としての正義は ｢ポスト形而上学的思考という条件下で基礎づけられるべきなのである｣

申(帆,S86,84頁)0

3番目の私的自律と公共的自律に関して,ロールズは近代社会において他の文化的価値から際

立っている政治的価値を所与として受け取るため,｢私的自律と公共的自律の間にア･プリオリな境

界線｣(別A.S,91,89頁)を引いてしまう｡しかし,私的自律と公共的自律というこの二つのエレメン

トは,既に,実定的で強制的な法の概念に組み込まれているものなのだ｡個々の法権利人格の私的

自律を担保するよう要求することのできる主観的行為の自由がなければ,いかなる法もありえない｡

そしてまた,平等で自由な市民として立法プロセスに参加する権利のある市民による共同の民主的

な法制定過程がなければ,いかなる正統な法もない｣(Ⅰ姐A.S.93,90真).ハ一一バーマスのロールズ批

判の純拠点は,手続き主義的道徳 ･法理論としての討敦理論である｡その立場での分析対象は,討
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議的意見形成 ･意志形成のコミュニケーション的前提と手続きであり,理性の公共的使用も明らか

になるのである｡

以上のハーバーマスによるロールズ批判の概略を踏まえたうえで,『政治的ベラリズム』PL)を討

議理論的観点からみていこう｡pLにおいてロールズは,かなり変わったやり方で理性の公共的使用

と非公共的使用を区別しているPL,pp2121254)｡｢公共的｣使用とは,政符や政府筋に近い制度の活

治的キャンペーン,政党の政策,選挙行為- に関っているPL.pp.215-216)｡これに対して,｢非公

共的｣理性とは,政府とは独立の行為空間や機能一一例えば,教会,大学,職業組合,市民社会(civil

society)における自由な協同,従って大部分は,ハーバーマスが政治的公共性 (圏)の神経システム

を形成するという公共的な事柄を論じあう私人達の非公式的なネットワークー と結びついている

PL,p.213,220)｡ロールズにおいても非公共的理性は決して私的理性ではない｡彼によれば,｢私的

理性なるものはそもそもありえないO背景文化O)ackgroundcuhwe)をつくる社会における共同の複数

の理性の一つとして,社会的理性がある｡また家庭の理性というのもある一一社会における小さな

グループとしての家族の理性｡これは公共的理性と社会的理性と対照をなす｡市民として,我々は

これら全ての種類の理性に関るのであり,そのように行為するとき我々は平等な市民の権利をもっ

ているのである｣(PL,p.220,m0.7)｡むしろ,彼の言い方を借りれば,非公共的理性は本質的に ｢社会

的｣であり,公共的理性が政治的問題に関ることができる(礼 .p.220)Oロールズの複雑で細分化され

た叙述をあえて単純化すれば,次のような基本思想にまとめることができるだろう｡

①公共的理性の限界は,ロールズ的な意味で政治的基本問題の公共的議論,すなわち ｢憲法の主

要構成要素｣や ｢正義の基本要素｣に関る問題に関っているPL,pp.223-224227-8)0

②この限界の線引きは,原理的には,よく秩序づけられた社会における重なりあう合意によって

示される正義の政治的構想と政治的価値の領域の対立を制限することに役立つ｡言い換えれば,塞

本問題の公共的討議に際しては,共有されている正義の構想に基づいて対立しあう双方の当事者全

てが賛同することを理性的に期待できる根拠のみが,対立しあっている双方の側から持ち出されな

ければならないO'L,pp.224-225)｡そのような根拠は,否定的な表現の仕方をすれば,道徳的であれ,

宗教的であれ,哲学的であれ,特定の包括的学説のいかなる特徴も提示されるべきでないというこ

とである｡

③公共的理性によって引かれた境界は,方法にも内容にも関る｡ロールズはこの制限を探究のガ

イ ドラインとしてまとめている｡それには論議の原理,それに関連する基準,論証規則が属する｡

｢この正当化の際に,我々は,現在受け容れられている一般的確信,常識的な意味での推理 (論議)

の形式,これら両者に議論の余地がなければ科学の方法と結論にのみ訴えるべきである｡･--可能

な限り,正義の原理とその原理を憲法の本質や基本的正義に適用することを支持する理由の知識,

それを論議する仕方は,今や市民に一般に広範に受け容れられておりかつ有用な明瞭な真理に基づ

いていなければならない｡さもなければ,政治的構想は正当化の公共的基礎を提供することはでき

ないだろう｡｣(PL,pp.224-225)

④この公共的理性の限界についての観念を,この限界がいわば内面化されているシティズンシッ

7(citizenshLp)4)の理想が補強している｡その核心をなすのは,シティズンシップに相応しい交流形

式を維持する義務である｡正義の基本問題を公共的に討議する際,市民には理性の公共的使用が義

務づけられているPL.pp.217-218)O｢民主的市民として自らどのように振る舞えばよいかを理解する

ことには,公共的理性の理想を理解することが含まれている｣(PL,p.218)｡市民がこのようにロール

ズ的な意味で ｢理性的｣であることによって,市民は ｢自分達が真理と見なすもの全体｣に拠り所

を求めるのではなく,どの程度自分達の捉えているものが哲学的価値によって支えられることがで
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きるのかを示すことになるだろう｡

この限界づけや義務によって暗示されている公共的理性像がもつ民主的討議についてのロールズ

の構想についてハーバーマスは受け容れることができないことは先に見た｡例えば,既存の考え方

が問題視され,基本問題に新たな光を当てる方向に市民を動かすために,社会的 ･政治的批判が基

本的法権利,原理や価値にしばしば向けられるのだから,まさに公共的理性使用は既存の包括的合

意を踏み越えることを必要とする場合がある｡このような観点からすれば,公共的フォーラムの利

用というロールズの構想は基本的構造変革に固執するのであれば,そもそも無理な制限を課すこと

になる｡それはロールズによる理性の公共的使用のあり方と非公共的使用のあり方の区別がもつ問

題にはっきりと現れている｡政府とは独立した社会生活の場- ｢背景文化において｣- では,

規範的に見れば,我々にとって有意義で説得力があると思われる全ての観点から正義の基本問題を

討議することは我々に任されているからだ｡非公式的な意見 ･意志形成を海に例えれば,公式的な

いし擬似公式的討議の場は海に浮かぶ島である｡その間に制度的な遮断物を設けることは全く不可

能ではないだろうか｡全く同様に,この討議の島を議論の余地のある確信や価値から免れさせる制

度的フィルターを導入することは可能ではあろう｡この点でロールズは全くはっきりしているO彼

は,発言の自由とその法的制限に対する制度的障害についてではなく,適切な交流形式を維持する

ためのシティズンシップの理想に属する道徳的義務について語っているからである｡｢政治権力の遂

行は自ら正統化されなければならないので,シティズンシップの理想は,道徳的だが法的でない-

-シビリティ(civilityト- 義務を負わせる｡それは市民が擁護する原理や政策が公共的理性の政治的

価値によってどの程度支持されうるのかという基本的問題をそれぞれ説明することができるもので

ある｡これはまた他者の声を聞き,他者の見解-の適応が理性的になされるよう決定される際の公

平さを含んでいる｣(PL,p.217)｡自律を私的と公共的とに分離することは個人に課せられている｡我々

は自分自身に勧告し自分自身を制御しなければならないのである｡

ロールズ的な自律的自我は,自己否定によって特徴づけられる.今やそれは最も深い確信と制御

されなければならない良心の勧告にすぎないなのである｡公共的なフォーラムで我々が理解してい

るような真理全体を表明する場合ならいつでも,我々はロールズと同じ様に自問することになる｡

｢我々が自分達の論拠を受け容れているように,それは最高裁判所の態度決定という形で提示され

るのだろ うか ? 理 に適 ったや り方でか(reasonable)? それ とも理不尽 なや り方でか

(oub･ageous)?｣PL,p.254)｡ロールズによれば,そこから生じるのは,カントが正義の根本原理を

分析した論証形式はよく秩序づけられた社会の公共的フォーラムから排除されるべきだった,とい

うことである｡これは,例えば,宗教的伝統を引き合いに出すような公民権運動の活動家,議論の

余地のある研究を引き合いに出すフェミニス ト,ロールズの言う包括的直観を引き合いに出す民主

社会主義者,あるいは根本的変革を引合いに出すその他の大抵の社会運動家によって提出される論

拠の一部にも同じ様に当てはまるだろう｡ロールズは ｢公共的理性の適切な限界は全く歴史的 ･社

会的条件に依存している｣(PL,p.251)とみている｡ロールズによれば奴隷廃止論者や公民権活動家が

問題にしたように,当該社会がよく秩序づけられた社会でない場合,｢包括的｣根拠を引合いに出す

｢排他的観点(excltlSIVeview)｣は認められる｡これに対して,多かれ少なかれ,あるいはほとんど

秩序づけられた社会では,もっと厳密な制限が適用されるPL,pp.247-249)｡もし,既存の社会がよ

く秩序づけられた社会でない場合,実在の公共的フォーラムに許されているもののロールズの捉え

方と,--バーマスのそれとの間の距離はそれほど隔たってはいないOしかし,以下のように包括

的な規範理論に関する理解の違いは残る｡すなわち,我々が抵抗すべき ｢基本的な不正義｣の有無

に関して,あるいは,政治闘争は ｢政治的正義の確立のために免除できる歴史的状態｣に数えられ

るものなのかということに関して,一一体誰がどのように区別するのだろうかという問題である
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PL,p.251)0

ハーバーマスは次のように主張するだろう｡すなわち,その決定は公共性の中で集まってきた討

議参加者連自身に委ねられるべきであること,そしてロールズが提案している公共的討議の制限は

どんな場合でも正当化できないことになる,と｡問題となっているのは,ロールズのこうした規定

が我々の直観的理解に矛盾していることなのである｡つまり,民主主義的公共性における,しかも

まさに中心的な意義における,対立の公開性についての我々の重要な確信と一致しないのである｡

この間題は,ロールズが80年代に彼の正義の規範的理論を ｢第二段階｣に進めた政治的安定性の

問題と関連があるO規範的政治理論は,それが ｢可能なものの技術｣として特徴づけられるものと

関わらなければならないのは自明のことである｡少なくとも,規範的政治理論はその技術が ｢現実

的｣か ｢実行可能｣であるかを吟味しなければならない｡ロールズが拒否する可能性は,安定性の

問題が主に経験的な問題として扱われる点にある｡近代社会学の歴史は特に ｢社会的秩序の問題｣

についての反省の歴史である5)｡この反省から読み取ることができるのは,安定性は無数のファク

ターに依存していることである-.一･.親族構造,児童教育の実際,社会化の過程,文化的価値,法権

利実務,政治制度,官僚制的行政,経済的文脈,等など｡決定的なのは,民主的社会の政治的安定

性は,ロールズが考えているような統一的政袷的構想にのみ依存しているわけではないという点に

ある｡基本的政治原理や価値における全員一致が安定性の必要条件なのか,どのような状態でどの

程度の全員一致なのかという問いに関して,一般的 ･哲学的回答などありえないのである｡

もちろん,ロールズは安定性の研究に関して社会科学が提示する以上のものを期待している｡彼

は正義の政治的構想が重なりあう合意に重心を置くことができるよう確信をもちたいのだ｡なぜな

らば,正義の政治的構想がたんに生活態度 (生活様式)を表現するだけでなく,自由で平等な市民

の立場から合理的で理性的として (様々な仕方で)根拠づけられた支持と承認を当てにすることが

できると解釈されるからである｡合理的ないし理性的なものとして理想化された受容可能性という

この理想は,ハーバーマスが妥当だと考えているものに極めて近い｡それゆえ,恐らく,妥当性と

安定性を結びつける方法が探究されることになるだろう｡それはPLにおける正義論の再検討のた

めの前提となる｡次に,ロールズがハーバーマスに対抗して提出した議論を紹介しつつ論じること

にしよう｡

Ⅱ.∩-ルズ的観点からのハーバーマス批fI6)

1.包括的か ｢政治的｣か

まずロールズは,自分の定式化には不明瞭なところがあり誤解を招きやすい所があったと--

バーマスの批判を認めながらも,ハーバーマスの議論には自分の思想に対する不正確で自分の立場

と矛盾するところがあると指摘し,反批判を試みている PL,p374)01点目としてロールズは,ハー

バーマスの立場が ｢包括的｣であるのに対して,自分の立場が ｢政治的なもの(thepolotiCal)｣に限

定されているという意味で ｢自足的｣なのだと基本的な違いを際立たせる｡それは,あらゆる包括

的世界観から独立しているという限りで中立的な ｢政治的な正義の構想｣にとどまることを意味す

る｡従って,どんな種類のものであれ,長い歴史と解釈を経てきた宗教的,形而上学的,道徳的学

説には触れない｡それに対してカント,ミルやハーバーマスの見解はどれも包括的学説である｡そ

れは道徳的価値としての自律と個別性の観念に基づいており,政治的なものを超えてしまっている

ので,ロールズ自身の正義の構想と異なるのだ｡ロールズの正義論とは ｢民主政体のための正義の

リベラルな政治的構想を実現するものとしての公正としての正義である｡‥‥‥略…=ヰ 心にあるの

は,政治的リベラリズムは政治的なものの内部に限られること,そしてその限り哲学に関わる,と
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いうことである｣｡ロールズにとって ｢政治的リベラリズムとは,自足的な政治的構想を表現し,そ

れ以上のことは問題にしない｣｡これに対して,ハーバーマスのコミュニケーション理論は rそれ自

身の内部に宗教的 ･形而上学的学説のいわゆる実体的な要素を含む (理論理性と実践理性の)合理

的討議の前提の哲学的分析｣であり,r形而上学的｣なのである(ibid.)｡

政治的か包括的かという対立は,ロールズの ｢原初状態｣とハーバーマスの ｢開かれた論証実践

の手続き｣の対立にも現れている｡ハーバーマスの立場は政治哲学の範囲を遥かに超えて多くのこ

とをカヴァ-する包括的学説である｡実際,彼のコミュニケーション的行為論の意図は,理論理性

と実践理性の幾つかの形式のための意味,関連,真理,妥当性にある｡それは道徳的議論における

自然主義や道徳情緒主義を拒否し,理論理性と実践理性を擁護することを意図している｡さらに,

｢ハーバーマスはしばしば宗教的 ･形而上学的見解を詳細に議論することなく批判するOむしろ,

彼はそれらの見解を役立たないもの,合理的討議やコミュニケーション的行為の前提の哲学的分析

という光に照らして信頼できる長所を持たないとして捨てる,ないし簡単に議論を打ち切ってしま

う｣(pL,p.377)｡

ハーバーマスのコミュニケーション的行為論は,ロールズによれば,｢理論理性と実践理性の判断

の其理性と正当性の説明を提供する,理想的討議状況という分析装置に従う｡この理想的討議状況

は,もし要求された全ての前提が現実に総ての参加者によって満たされ充分に尊重されるなら,こ

れらの合理的な合意は真理性ないし妥当性の正当な理由として役立つというような強力な理性に

よって指導された合理的で自由な議論の前提を展開する｡これに代わって,いかなる種類の言明で

あれそれが真であること,あるいは規範的判断が正当であることを主張することは,その言明が理

想によって表現され要求された全ての条件が獲得される程度までは討議状況-の参加者によって受

け容れられうるだろうと主張することである｣PL,p.382).

ロールズにとって理性的であることの綜合的な基準は,一般的で広範な反照的均衡である｡反照

的均衡は,この点に関してハーバーマスのテストに似ている｡それは,議論を通じて我々の理想,

原理,判断が我々にとって次第に理性的になり,以前と比べてより良く基礎づけられたと見なせる

ようになるという意味で,次第に近づいていくのであるが,決して到達することのできない無限の

プロセスなのである｡

2.重なり合う合意と正当化について

ハーバーマスの批判に対してロールズが強調するのは,原初状態における ｢当事者｣の観点,正

義の実現した,よく秩序づけられた社会における完全に自律している ｢市民｣の観点,理論的考察

を行なう ｢我々｣の観点である｡これに対応しているのが三種類の異なる正当化である｡｢第-に,

政治的なものの概念のある程度までのbrotanto)正当化 第二に,公の場で個別的人格によるその概

念の充分な正当化,最後に,政治的社会による政治的なものの概念の公共的正当化｣(PL,p.386)で

あるo

ある程度までの正当化とは,｢公共的理性においては,政治的なものの概念の正当化は政治的価値

だけを考慮に入れるにすぎない｣ことを指す(ibid.)｡充分な正当化とは,｢市民社会の成員としての

個々の市民によって行なわれる｣(ibid.)｡政治的社会における公共的正当化は,政治的リベラリズム

の基本構想であり,理性的な重なり合う合意,正しい推論のための安定性,正統性という三つの構

想と一緒になって働く｡公共的正当化とは,｢政治社会の理性的な成員の総てが彼らの複数の理性的

な包括的見解にしっかりと固定され共有されている政治的概念の正当化を行なう像合に生じるので

ある｡この場合,理性的な市民は,お互いがその政治的概念を支持する理性的な包括的学説をもっ

ていることを考慮に入れるPL,p-387)0
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合意概念の相違についてについて,ロールズは ｢部分的重複｣としての合意と ｢重なり合う合意｣

を対比するPL,p.389)0｢部分的重複｣としての合意とは,例えば,政治家が複数の利害関心をでき

るだけ多くの人が支持できる形で一つの政策にまとめあげたものである｡もう一つの ｢重なり合 う

合意｣は政治的リベラリズムにおける合意概念であり,複数の理性的な包括的学説の重なり合う焦

点として描かれる正義の政治的構想を指し,あらゆる包括的学説から独立的で自足的(&eestanding)

であり,同時に全ての包括的学説の支持者も支持できるものである｡

3.近代的自由と人民の意志について

ロールズは正義の原理の正当化過程の4段階を公正としての正義の一部と見なす｡彼は,当事者

達が正義の原理を選択する原初状態から出発する (第一段階)｡次に,代表者としての我々が既に手

に入れている正義の原理の光に照らして憲法の原理と規則を作成する憲法作成会議を開かなければ

ならない (第二段階)｡その後で,我々はいわば憲法が認め正義の原理が要求し許容する法を制定す

る立法者となる (第三段階)｡最後に,我々は司法制度のメンバーとして憲法と法を解釈する裁判官

の役割を引き受ける (第四段階)PL,pp.3880-389)Oロールズにとっても,憲法は,ハーバーマスが

言う ｢絶え間なく行なわれる,すなわちあらゆる法制定のレベルで継続される憲法解釈の様相にお

いてのみ存続しうるプロジェクト｣(FuqS163)なのである｡--バーマスの誤解は,｢公正としての

正義が明らかに前提しているのは市民の正義の概念が一度だけで固定できる｣と見ている点である｡

なぜこのような誤解が生じたかというと,｢我々が市民社会に生きているということ,そして他の概

念と同様に正義の政治的概念も常に我々の反省的に熟慮された判断によって吟味されねばならない

という決定的な点を見落としている｣O'L,p389)からである｡

ロールズによると,人民の道徳律と立法機関の通常の権能は区別されなければならない(mJ,p406)｡

ハーバーマスは,ロールズの立場が近代の自由がある種の自然法であると理解しており,従ってそ

れら自由が外的な実体的観念であり,人民の公共的意志に制限を加えるのだと考えているようだ｡

そもそも ｢原初状態｣は自然法状態ではない｡むしろ,公正としての正義は正義の政治的概念であ

り,もちろん道徳概念であるが,自然法体系の一審級ではない｡

自由の起源について,--バーマスは公共的自律の自由と私的自律の自由を ｢等根源的｣で ｢同じ

重さをもつ｣と見なしている(f姐A.S.93f,9019貢puqS135)が,その根拠が明白ではない｡それゆえ,

ハーバーマスの立場に立てば,もし我々が一方の自律の形式をもっているなら,他方の自律ももっ

ていることになる｡しかし,ロールズによれば,公正としての正義においてこそ,公共的自律と私

的自律が等根源的かつ等しい重みをもつ.なぜなら,両方の自由は ｢正義感覚の能力における相互

性と善の構想の能力という二つの道徳的能力の一つまたは両方の中に根付いている｣PL,p.413)か

らである7)0

4.手漉き的正義と実質的(substantive)正義について

ハーバーマスは,ロールズの公正としての正義を実質的正義だと批判するが,ロールズは手続き

的正義であって,実質的正義ではないと主張する｡ロールズによると,｢手続き的正義と実質的正義

の区別は,手続きの正義 (公正さ)と手続きの結果の正義 (公正さ)の区別であり,それぞれ手続

きの価値と結果の価値を表わすO手続きの正義が常に手続きの結果に,あるいは実質正義に依存す

るという意味で,二つの価値は釣り合っている｣(PL,p.421)｡従って,手続き的正義と実質的正義は

結び付きあっており,バラバラではない｡このように,公正な手続きはこれら二つの正義に固有な

価値をもっている｡ロールズのハーバーマス批判は辛らつである｡なるほどハーバーマスは討鼓理

論的理念を道徳的観点と民主主義的正当化の手続きの分析に制限すべきだと考えている｡ところが
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｢彼 (ハーバーマス- 引用者)は,多かれ少なかれ啓蒙された市民が<今 ･ここ>での解答を必

要とする実質的問題を置き去りにしてしまう｣pL,p.424).しかも,彼の理想的討議には既に討議

の手続きの実質的的価値が無造作に埋め込まれている｡｢不偏不党性,平等,公開性 (誰も,そして

いかなる情報も排除されない),強制 (力)の欠礼 全員一致｣(PL,p.425)｡これらがみな共同して

普遍化可能な関心に関する議論を全ての参加者の同意-と導くのである｡この議論で得られた結果

は確かに実質的である｡なぜなら,この結果は市民の普遍化可能な関心が満たされる状況を基準に

しているからである｡さらに,これら五つの価値のどれも実体的判断に関っており,これらの価値

を手続きの一部として内に含む理性は,それらの価値が結果を公正ないし理性的なものとするため

に必要なのである｡その場合,我々はこの結果についての我々の判断に一致するように手続きを成

形しているのである｡さらにハーバーマスは,｢民主主義的手続きを通して働く公共的理性の結果が

理性的で正統性があると主張している｡例えば彼は,自由の平等な分配は,<政治的意志形成の結

果が理性的である>という想定を支持する民主主義的手続きによってみたされるという｡｢彼 (--

バーマス- 引用者)は結果を評価する理性的なものの観念を前提している｡従って,彼の立場は

実質的(substamtiaJ)である｡手続き的正統性ないし公正さを求めるのは控え目な要求であり,実質的

正義抜きに成立しうると考えることは不可能なのだ｣(ibidJ

｢正義｣と r正統化｣の問題について｡ハーバーマスは常に ｢正統性 (正当化)Legi血 ationi

Rechfertigung)｣に焦点を当てる｡しかし,｢正統性は正義の観念よりも弱いし,強制力も弱い｣

PL,p.428)｡確かに,ロールズの公正としての正義は実質的だが,それは公正としての正義がリベラ

リズムの思想の伝統と民主的社会の政治文化の共通性に由来し,またそれらに属するからである｡

政治的学説としての公正としての正義は,包括的学説が非理性的である限りで,包括的学説から自

由であり,それを批判することができる｡｢公正としての正義のリベラリズムにおいては,近代の自

由は前政治的ではなく,全ての意志形成に優先する｣PL,p.433)｡しかし,結局ロールズは--バー

マスの批判のうち,私的自律の公共的自律に対する優先性を単に ｢リベラリズムの伝統｣を理性の

事実として認めてしまったことに変わりはないのである8)a

Ⅳ.肘轍的合理性と重なり合う合意

ハーバーマスはロールズの反論にさらに応える議論をしているOidA,S.95-127,93-126頁)が,ここ

ではその詳細には踏み込まず,両者の論争の意義についてまとめをおこなうOまずこの論争の中で

最も中心的問題だったのが,｢公共的理性使用｣についての両者の理解の隔たりである｡ロールズの

言う公共的理性使用とは立法者,行政帝 (例えば大統領),裁判所 (最高裁判所)の理性推論である｡

公共的理性は,憲法の根幹に関わることや正義の基本的問題について投票する市民の理性推論と同

じ様に,選挙における候補者や選挙運動に関わる政党指導者その他の人達の理性推論を含んでいる｡

つまり正義原理の選択からその実施に至る4段階のうち原初状態を除く3段階で使用される理性な

のである｡これに対して,--バーマスの公共的理性使用とは,カントにおいて理念化され,『公共

性の構造転換』以来追求されてきた私人達の集まる公共性における理性使用を指す｡従って,ハー

バーマスとロールズでは公共的理性使用は正反対の事態を指す｡ここに誤解の渡泉があるのではな

いだろうか｡ロールズのように公共的理性使用を理解してしまえば,たとえよく秩序づけられた社

会の市民の公共的理性使用といえども,既存の正義 ･秩序理解,ロールズが例として挙げている憲

法裁判所に制度化されている理性使用の基盤を前提にしてしまうことになる｡それはカントの理性

の私的使用9)に当たると同時に,また ｢重なり合う合意｣ないし ｢反照的均衡｣を形成する前に目

指されるべき正義に従っていることになってしまう｡その意味で,ロールズの公共的理性理解は公
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正としての正義ないし重なり合う合意を危うくさせてしまうと思われる｡しかもロールズの場合,

重なり合う合意が初めから公共的理性の射程内に置かれており,あらかじめ理性的包括的学説の多

元主義の事実を先取りしてしまっている｡ある包括的学説が ｢理性的｣なのか ｢非理性的｣なのか

は事実に関する真理の問題なのに,重なり合う合意ではそれは既にどこかで解決ずみなのである｡

次に,ロールズが ｢正義感覚と善の構想｣を理性的人格の道徳能力として一括してしまうのに対

して,ハーバーマスは実践的論議の形式とそれに対応する ｢当為(Sollen)｣の形式それ自身を,A:

プラグマティックに合目的的bragmahschzweckn assig)なのか,B:倫理的に賢慮に基づく(e仙sch

Klug)のか,C=道徳的に正当(moralischrichitig)なのかに応じて区別する10)0 Aは,合理的な選択の

熟慮が既存の優先性に向けられた特定の目的を追求するよう勧めることである｡Bは,自分が何者

であり何者でありたいかを反省することが,誠実に価値を問うことで善き生についての認識へと至

ることとしてあらわれる｡最後のCの,正当性が問題になる場合には,何が正当ないし正義なのか

ということを確定するために,対立しあう利害関心を公平で不偏不党的な立場で掛酌しなければな

らない｡ハーバーマスは,Cの問いを特殊倫理的な問いとは異なるMoralの本来的な対象と見なすO

自己理解や自己実現の問いは,それが特殊な生活史や文化に根差しているがゆえに普遍的に答えら

れるものではない｡普遍的な命令が,特殊な生活史や文化の枠内での善き生についての慎重な議論

に由来することなどありえない｡ハーバーマスの討議倫理学が目指すのは,道徳的観点,すなわち

法権利の問題について公平で不偏不党的な立場に立った仕方で決定されうる道徳的観点を再構成す

ることであるOそれゆえ,｢討議的モラル｣ないし ｢討議的正義｣(McCarthyT.(1994,S.933)という表

現のほうが討議倫理学にとってよりふさわしい言い方なのかもしれない｡

翻って考えてみると,--バーマスと 『正義論』のロールズには,近代におけるいわゆる ｢事実

と価値｣の実証主義的区別を前にして,一つの規範的学たらんとすることを目指し,しかもその第

一次的対象を制度ないし規範体系とする特徴がある｡ただし両者ともに,｢普遍化可能性｣を基礎と

する行為の ｢正しさ｣や ｢公正な｣ルールを眼目とする限りまさしく ｢近代的｣である｡ハーバー

マスは討議における発話の妥当要求とその認証に,ロールズは ｢正義の二原理｣の演梓が ｢無知の

ヴェール｣下での ｢原初状態｣における自由で平等な道徳能力を具えた理性的人格による反照的均

衡点にもとめられることに,それぞれの普遍化可能性をみている｡また,少なくとも討議倫理学の

場合,孤立的実体的個人の完結的な自己意識という観点に対して,言語的制度の超越論的性格に基

づく ｢言語論的転回｣を行なっている｡その点ではロールズの反照的均衡が相互的無関心と自己利

害のみを追求するという典型的な近代的｢合理的エゴイスト｣から出発するのとは対照的であろう｡

しかも,ロールズの場合,彼の公正としての正義導出の際の一つ鍵となる合理的選択という観点

が深刻な反論によって維持できなくなり,『正義論』で目指された包括的正義概念ないし道徳的包括

的理論が放棄されるに至った｡それは,原初状態における自由で平等な市民の代表者としての当事

者が必ず基本的自由を認め優先させるという観点を放棄することにつながるOもはや,正義と善が

両立するとはいえなくなったのである｡ロールズは,ハーバーマスが第-論文以来追及しているよ

うに,価値命鷹が真偽を問えないのならいかなる意味論的値をもつのかという問い,あるいは真偽

を問いうる事実判断を回避することになった｡それは同時に,制度や規範体系の存立という事実を

も回避するという戦略を取らざるをえない｡そこでロールズは,戦略転換して ｢理性的な包括的諸

学説の事実｣に直面している社会がいかに安定的に公正としての正義に従って秩序づけられるのか

を問題にする｡それが政治的リベラリズムである｡

政治的リベラリズムでも原初状態という初期状況下にある当事者という人為的人格に,｢二つの道

徳的能力｣を帰すことになっている｡それは,｢正義の感覚と善の構想｣である｡｢正義の感覚は,

理性的なもの一一他者が行為することを前提とした社会的協働の公正な交流に基づいて提案し行為
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する能力- と対をなす｡善の構想は,合理的なもの- 彼らの公正な交流の範囲内でのみ追求さ

れる善の合理的 ･首尾一貫した構想をもつ能力と対をなす｣(PL,p.413,418)｡このような能力が原初

状態の当事者に帰せられるなら,そもそもいかなる先行の道徳的原理や正義 ･公正の観念ももたな

いとする ｢原初状態｣の意味がなくなってしまう｡原初状態に関するハーバーマスの批判はここに

向けられていた｡これに対して,ハーバーマスの討議という論証実践は,ロールズの設定に比べれ

ばはるかに事実に則していると思われる｡しかし,例えば価値命題をめぐる衝突の場合,真理性要

求と規範的正当性要求の関連が唆味あるいは二元的に分離しているとも見られうるし,討議にみら

れる言語的コミュニケーションの超越論的作用をごく限定された対人的行為だけに向けているので

はないかという疑問は残る11)0

両者とも合理的エゴイストをア ･プリオリに立て,そこから正義に適った制度を論じるのではな

く,ルールや制度の先行性に着目するように我々を促した｡だが無知のヴェールの被せられた原初

状態は,よく秩序づけられた市民の道徳的能力などそもそもある特定の社会観,すなわちアメリカ

をモデルとするリベラリズム･デモクラシーを一種の理性の事実化しているにすぎないといえるし,

他方,討議を成り立たせる背後遡及不可能な (超越論的な)条件のほうも古代ギリシャのポリス市

民の ｢対話｣と ｢共同行為｣を原型とする対話的行為である以上,｢ポリス市民｣は自由であるとい

う前提をそっくり受け継いでいるともいえる｡

さらに,ハーバーマスもロールズも,お互いに自然法を前提していると論難しあっているようで

もある｡ロールズの場合,超越的な先行する正義 ･道徳原理に頼らずに分配の正義を演樺するいわ

ば自然法状態抜きの契約論なのである｡ところが原初状態の当事者は少なくとも ｢平等な自由｣状

態にあり,その意味では自然法状態を取り入れていることになる｡他方のハーバーマスも討議の条

件に同じく｢平等な自由｣という自然法を読み込んでいると受け取れるO両者にとって問題なのは,

この条件が自然法的-超越的であるか否かである｡

ある種の様式化をすれば,理性的なものについての二人の基本的アスペクトの間には,カントの

二つのパースペクテイヴの間の緊張関係と同じ様な緊張関係がある｡ハーバーマス的な用語で表現

すれば ｢参加者Creilmehmer)｣として,我々は他者に対する我々の行為を,全ての人が受け容れるこ

とのできる根拠をもって正当化する｡これに対して,｢観察者｣として,我々は理性的多元主義の事

実を構成し,我々にとって受け容れ可能な根拠のうち幾つかは他者にとって受け容れることができ

ないと予想する｡では,我々はこの公共的正当化の二つのパースペクテイヴをどう結びつければよ

いのだろうれ ロールズの戦略は,公共的理性が重なりあう合意の射程内に制限されていることに

よって,言わばあらかじめ多元主義を過小評価する結果になってしまっている｡このような仕方で

参加者のパースペクテイヴに固有な重要さが当のその参加者のパースペクテイヴから受け取られる

というのでは,一種の循環になっていないだろうね このバランスの悪さは,ロールズが彼の規範

的理論的アプローチにおける安定性の問題を取り上げるやり方から生じていることを指摘しておき

たい｡

実際,ハーバーマスのコミュニケーション的行為論は,相互尊敬の優先性の正当化を用意する試

みとして捉えることができる｡民主主義的協議の枠内で相互の尊敬と社会的,文化的,イデオロギー

的違いの調停の選択と結びついた徳は,ソクラテス以来周知のものである｡寛容(Aufgeschlossenheit),

独断論の放棄,意見の相違を議論する′L構 え,他者の声を聞くこと,他者の意見を誠実に取り入れ

ること,よりよい根拠に出会えば自分達の意見を変えること,他者の立場に立って考える能力,あ

る立場に賛成したり反対したりする根拠を綿密に自他とともに検計すること等など,これらもまた,

ハーバーマス的な意味での合理的討議の参加者達に期待されている徳なのである｡同時に,これら

の徳は,民主主義的公共性における無制限な協議の代弁者が通常際立ってもっている素質や振る舞
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いを表わしている｡社会 ･政治参加と公開性,均衡している相互尊敬という理想は,理性的多元主

義と根拠づけられた不合意の調停にふさわしい｡それは交流形態を維持する義務を伴ったロールズ

のシティズンシップという理想とほとんど変わるところがない｡しかもこれに比べれば,--バー

マス的な相互尊敬の理想は,ロールズ的な構成がはっきり傷つけている公共的理性と私的理性の深

い溝を発生させない長所をもっている｡市民達が私的なものにおいてないし背景文化において ｢全

く非理性的ないし誤っている｣(PL,p.60)と見なされるような直観を公共性において理性的なものと

して扱うことがないよう市民を義務づけるよりも,彼らが公共的な問題の決定のために理性的で重

要だと見なすどんな直観もすべて公共的に論じられ,よりよい根拠を通じて正当化されるというほ

うが彼らの振る舞いにあっているのである｡

ロールズはリベラリズムの歴史的起源についての考察を通じて,16･17世紀の宗教戦争と宗教的

寛容についての議論が実際の問題に根をもち近代的に理解される寛容のモデルを発展させるきっか

けとなったとみているPL,pp.血 i-xxvi)｡この理由から,｢政治的リベラリズムは宗教的なものも非

宗教的なものも含めて包括的学説の多元主義としての理性的な多元主義の事実を受け容れるのであ

る｣(PL,p.xxvi)｡各人が善の超越的構想を要求するような,救済志向的,信仰告白志向軌 膨張志

向的諸宗教間での深刻かつ解決不可能な衝突を鑑みれば,良心と思想の平等な自由の承認を基礎と

するリベラルな制度に寛容を実際に適用することと終わりのない闘争の間のオルタナテイヴのみが

存在する｡｢政治的リベラリズムは,この和解不可能な潜在的な衝突の絶対的な深みを誠実に受け止

めることをもって始まる｣PL,p.xxviii)O

ハーバーマスはlS･19世紀における民主主義的公共性の歴史的起源についての考察によって,そ

れが実際の問題に根を持つ近代的な協議のモデルを展開するきっかけとなったとみている｡ハー

バーマスのモデルでは,信仰と理性の類似性ではなく,その相違が問題である｡各々の理性的な人

間が合理的に受け容れることのできる根拠に基づく要求を掲げる見解は,私的領域に押しやられる

必要もなければ,寛容の念をもって過される必要もない｡それは,それに挑戦するテス トの洗礼を

公共的に受ければよいからである｡従って,リベラルな法権利と原則の必然性,国家と教会の分離

の必然性,寛容の必然性が否定されてはならないのは当然である｡むしろ問題となっているのは,

リベラル民主主義の理論がこの必然性と公共的意見形成の強い構想をつなぎ合わせなければならな

いことを明示することなのである｡

注

1) see KukathasCandPettitP.(1990)

2) see MukH.Kq)ite13"hskurse也k-NotizenzueinemBegrhdungsprogram m "

3) Fugでは倫理 ･道徳の問題も討議の理論PiskursTheorie)の一環として位置付けるようになる｡

どのように位置づけられているかは以下を参照 朝倉輝12004)
4) シティズンシップの理解については岡野八代(2003)

5) 代表例としてParsonsT(1937)

6) R̀eplytoHakmas"in:PL.pp372･134初 出は "JoumalofPhilosopy92MBLrCh,1995"
7) ロールズの理解では,問題となっているのは,私有財産の民主主義brivate-propedydemm cy)

対リベラル社会主義Oiberalsocialism)｣である(TJ,p.270-274)0

8) rよりよい根拠という強制なき強制｣も説得力は弱いという指摘もある｡参照 McCarthy
T.(I994),S943.

9) 理性の私的使用と公共的使用についてはKant(1874)を参照｡

10)VompragmaLtischen,ethischentmdmorahschenGebrauchderprakhschenVemun允;inEdA,S.100-I18.｢実
践理性のプラグマテックな,倫理的な,道徳的な使用について｣『討議倫理』所収,115-138貢

ll) この点に関してはすでに指摘したことがある｡参照 朝倉輝-(1996)
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A Dialog between Habermas and Rawls

about the use of public reason

Kouichi ASAKURA

Abstract

Looking back upon controversy between HabelDlS and Rawls, this paper considers the rationality of

consensus. Habennas and Ralws go different ways along with each Wlderstanding ofthe use ofpublic and

private reason, although they keep catch alive Kantian's practical philosophy in common. In Rawls, the use of

public reason means reasoning ofthe legislator, the administrative division and the judiciary. In Habermas, on

the other hands, it is the use ofreason in public sphere that private persons gather realized by Kant. There are

some problems with Rawls's use ofpublic reason and Habermas's discourse praxis each other.

Keywords: JUrgen Habermas, John Rawls, Diskursethik, justice as fairness, overlapping consensus
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